
岡崎市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱 

    

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以下「法」という。）第

44 条第１項、岡崎市国民健康保険規則（平成 25 年岡崎市規則第 28 号）第７条、第８条

の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予（以下「減免等」という。）に関し､

必要な事項を定めるものとする。 

  

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号における掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

⑴ 実収入月額 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定による保護開始時の要否

判定に用いられる収入認定額をいう。 

⑵ 基準生活費 生活保護法による保護の基準に基づき算出した、保護開始時の要否判

定に用いられる最低生活費をいう。 

 

（対象者） 

第３条 一部負担金の減免等は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者（以下「世帯主等」という。）が、過去１年以内に次の各号のいずれかに該当

する場合において、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し、

一部負担金の支払が困難であると認められる世帯を対象とする。ただし、国民健康保険

料を滞納しているときは、この限りでない。 

⑴ 世帯主等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害（以下「災害」という。）

によりその有する資産について損害を受けたとき。 

⑵ 世帯主等が盗難によりその有する資産について損害を受けたとき。 

⑶ 世帯主等がその事業を廃止し、又は業務を休止したとき。 

⑷ 世帯主等がその事業又は業務につき、著しい損失を受けたとき。 

⑸ 第３号又は前号に規定する事由を起因とする失業等により、収入が著しく減少した

とき。 

⑹ 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。 

 

（減額） 

第４条 一部負担金の減額は、前条に該当する世帯であって、次の各号のいずれかに該当

する場合に行うことができる。 

⑴ 世帯主等の実収入月額が基準生活費の 115.5％を超え 130％以下の場合 

⑵ 災害により、世帯主等が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について受



けた損害の金額（保険金、損害賠償金等により補填され、又は補填されるべき金額を

除く。次条において同じ。）が住宅又は家財の価格の 30％を超え 70％未満で、世帯主

等の前年の合計所得金額の合算額が 500 万円以下の場合 

２ 前項第１号に該当する世帯に係る一部負担金の減額率は、次の表の左欄に掲げる一部

負担金減免割合に応じ、同表の右欄に掲げる率とする。 

  

一部負担金減免割合 減額率 

40％未満 20％ 

40％以上 60％未満 40％ 

60％以上 80％未満 60％ 

80％以上 80％ 

３ 前項の一部負担金減免割合は、次の各号により算出する。 

 ⑴ 減免等を受ける期間（以下｢対象期間｣という。）に係る当該世帯の実収入額－（基準

生活費×対象期間の月数×115.5％）＝医療費充当額 

⑵ 対象期間に係る一部負担金所要見込額－医療費充当額＝一部負担金減免額 

⑶ 一部負担金減免額÷対象期間に係る一部負担金所要見込額×100＝一部負担金減免

割合 

４ 第１項第２号に該当する世帯に係る一部負担金の減額率は、別表１のとおりとする。 

 

 （免除） 

第５条 一部負担金の免除は、第３条に該当する世帯であって、次の各号のいずれかに該

当する場合に行うことができる。 

 ⑴ 世帯主等の実収入月額が基準生活費の 115.5％以下の場合 

 ⑵ 災害により、世帯主等が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について受

けた損害の金額が住宅又は家財の価格の 70％以上で、世帯主等の前年の合計所得金額

の合算額が 500 万円以下の場合 

 

 （徴収猶予） 

第６条 一部負担金の徴収猶予は第３条に該当する世帯であって、次の各号のいずれにも

該当する場合に行うことができる。 

⑴ 世帯主等の実収入月額が基準生活費の 130％を超え、かつその実収入月額が基準生

活費の 130％に相当する額と一部負担金所要見込額を合計した額以下の場合 

⑵ 徴収猶予後当該一部負担金を６月以内に納入できる見込みがある場合 

 

（対象期間） 



第７条 一部負担金の減免の対象期間は、申請のあった日の属する月（以下「申請月」と

いう）の初日から３月以内とする。ただし、当該世帯の生活状況等を勘案のうえ、再度

の申請によりさらに３月以内を限度として延長することができる。 

２ 一部負担金の徴収猶予の対象期間は、申請月の初日から、６月以内で市長の認める期

間とする。 

 

（申請） 

第８条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主等は、国民健康保険一部負担金減額、

免除、徴収猶予申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して提出しなけ

ればならない。 

⑴ 生活状況申告書又は給与証明書 

⑵ その他申請理由を証明する書類 

  

（調査） 

第９条 前条の申請書を受理した場合はその内容を調査し、必要があるときは、法第 113

条の規定に基づき、世帯主等に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行う

ことができる。 

２ 前項の調査において、当該世帯主等が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難

である場合は、申請を却下することができる。 

３ 申請内容において、生活保護法の規定に基づく医療扶助を受けることができると認め

られる世帯については、同法の適用を受けるよう指導するものとする。 

 

 （決定等） 

第 10 条 市長は、前条による調査をし、申請を受理した理由が事実と相違ないことを確認

したときは、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予決定調書（様式第２号）に

より決定区分及び減額の場合は減額率を徴収猶予の場合は対象期間を決定する。 

 

（意思疎通が困難な対象者に対する特例） 

第 10 条の２ 前条までの規定にかかわらず、「国民健康保険及び後期高齢者医療制度にお

ける急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料（税）の徴収猶予の取扱いについて」

（令和６年７月４日保国発 0704 第１号厚生労働省保健局国民健康保険課長通知。以下

「課長通知」という。）に基づき、判断能力が不十分かつ身寄りの有無の判明ができない

被保険者が急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した場合については、負担能

力があると見込まれるにもかかわらず意思疎通が困難な状況のため資力の活用ができず、

一部負担金の支払が困難であると認められる場合にのみ、一部負担金の徴収猶予に限り

対象とする。 



２ 徴収猶予の対象期間は、一部負担金の支払が困難であると認めた日の属する月の初日

から最長１年間とする。 

３ 課長通知に定めるとおり、医療機関等から一報を受けた生活保護部局（他の自治体の

生活保護部局を含む。）から第１項に定める対象者に係る情報提供を受けた場合には、第

８条に定める一部負担金の徴収猶予にかかる申請書の提出を受けることなく、生活保護

部局と適切に連携し前条の決定を行うものとする。 

 

（決定通知書及び証明書の交付） 

第 11 条 市長は、一部負担金の減免等の決定を行った場合にあっては、国民健康保険一部

負担金減額、免除、徴収猶予決定通知書（様式第３号）により申請者へ通知するととも

に、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書（様式第４号）を交付するも

のとする。 

２ 市長は一部負担金減免等の不承認の決定を行った場合にあっては、国民健康保険一部

負担金減額、免除、徴収猶予申請不承認決定通知書（様式第５号）により申請者に通知

するものとする。 

 

 （誓約書） 

第 12 条 一部負担金の徴収猶予を受けることになった者（第 10 条の２の対象者を除く。）

は市長に対し、誓約書（様式第６号）を提出しなければならない。 

 

 （徴収猶予を受けた一部負担金に係る支払） 

第 12 条の２ 第 11 条第１項の規定により徴収猶予を受けた一部負担金に係る支払は、保

険医療機関等への支払に代え、市長が直接請求する。 

 

（減免等の取消し） 

第 13 条 一部負担金の減免を受けた者が、偽りその他不正の行為により減免を受けたと認

める場合は、その決定を取り消し、取消しの前日までの間に減免により支払を免れた額

を返還させるものとする。 

２ 一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

徴収猶予を取り消し、徴収猶予をした一部負担金を一時に納付させることができる。 

⑴ 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不

適当であるとき。 

⑵ 法第 78 条の規定において準用する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 13 条の

２第１項各号のいずれかに該当するとき。 

⑶ 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたとき。 

３ 前２項の規定により減免等の取消しをしたときは、その取消しの内容について、国民



健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予取消通知書（様式第７号）により当該減免等

を受けた世帯主等に通知し、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予取消通知書

（様式第８号）により保険医療機関等に通知するものとする。 

 

（委任） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部国保

年金課長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 29 年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年 10 月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年７月４日から施行する。 

 



別表１ 

 減額率 

災害等により、世帯主

等が所有しかつ居住の

用に供する住宅又は家

財について受けた損害

の金額（保険金、損害

賠償金等により補填さ

れるべき額を除く）の

程度 

世帯主等の前年の合

計所得金額の合算額 

200 万円以下 

世帯主等の前年の合

計所得金額の合算額 

200 万円を超え 

300 万円以下 

世帯主等の前年の合

計所得金額の合算額 

300 万円を超え 

500 万円以下 

住宅又は家財の価格の

30％以上 50％未満 
60％ 40％ 20％ 

住宅又は家財の価格の

50％以上 70％未満 
80％ 60％ 40％ 

 


